
期末・勤勉手当の役職加算及び退職手当の調整額に係る経過措置

１ 本則上の加算要件

（高校教育職）

加算割合 ～ 8.3.31 8.4.1～ 18.4.1～ 20.4.1～

10％ 2級 36号給以上 2級 33号給以上 2級 141号給以上 2級 141号給以上

※ 2 級 11 号給以上 2 級 41 号給以上 2 級 55 号給以上
（加算割合 10％ （加算割合 10％ （加算割合 10％適

5％ 適用者を除く） 適用者を除く） 用者を除く）
1 級 14 号給以上
（臨時的任用職員 1 級 49 号給以上 1 級 63 号給以上
を除く） （臨時的任用職員 （臨時的任用職員

を除く） を除く）

（中学校・小学校教育職）

加算割合 ～ 8.3.31 8.4.1～ 18.4.1～ 20.4.1～

10％ 2級 40号給以上 2級 37号給以上 2級 153号給以上 2級 153号給以上

※ 2級 12号給以上 2 級 41 号給以上 2 級 55 号給以上
5％ （加算割合 10％ （加算割合 10％適

適用者を除く） 用者を除く）

（行政職）

加算割合 ～ 8.3.31 18.4.1～ 20.4.1～

※ 3級 2号給以上 4級 5号給以上 4級以上
5％

（技能労務職）

加算割合 ～ 8.3.31 18.4.1～ 20.4.1～

※ 給料表 20号給以上 給料表 73号給以上（臨 給料表 87号給以上（臨時
5％ （臨時的任用職員を 時的任用職員を除く） 的任用職員を除く）
除く）

※ 平成 20年４月１日以前に役職加算５％の適用を受けていた者は引き続き加算対象



２ 教育職２級10％加算に係る経過措置

平成８年４月１日（切替日）の給料表改定（号給カット措置）に伴う経過措置により、
教育職２級の役職加算 10％加算開始号給は下記のとおり。

高校教育職 中小教育職
切替日前日の号給 10％加算開始号給 切替日前日の号給 10％加算開始号給
９号給 １４０号給 １０号給 １５２号給
１０号給 １３９号給 １１号給 １５１号給
１１号給 １３８号給 １２号給 １５０号給
１２号給 １３７号給 １３号給 １４９号給
１３号給 １３６号給 １４号給 １４８号給
１４号給 １３５号給 １５号給 １４７号給
１５号給 １３４号給 １６号給 １４６号給
１６号給 １３３号給 １７号給 １４５号給
１７号給 １３２号給 １８号給 １４４号給
１８号給 １３１号給 １９号給 １４３号給
１９号給 １３０号給 ２０号給 １４２号給
２０号給以上 １２９号給 ２１号給以上 １４１号給

３ １２月昇給延伸措置に伴う経過措置

平成13年４月１日から18年３月31日までの間は次表のとおり調整

区 分 適用要件 調 整 後 の 要 件

10 高校教育職２級 ・33号給以上 ・32号給以上 ＊

％ 平成13年3月31日現在の号給 加算適用時期

加 中小教育職２級 ・37号給以上 ・36号給 36号給９月以上

算 ・35号給 35号給18月以上

・34号給以下 35号給６月以上

・２級11号給以上 ・２級10号給以上 ＊

平成13年3月31日現在の号給 加算適用時期

５ 高校教育職１･２級 ・１級14号給以上 ・１級13号給 13号給９月以上

％ ・１級12号給 12号給21月以上

加 ・１級11号給以下 12号給９月以上

算 中小教育職２級 ・12号給以上 ・11号給以上 ＊

行政職３級 ・２号給以上 ・１号給以上 ＊

技能労務職 ・20号給以上 ・19号給以上 ＊

＊については、平成13年３月31日現在同号給を受けている者にあっては、同号給を受

けることとなった日から延伸を加味しない場合の昇給所要期間を経過した者に限る。



４ 昇格基準等の改正に伴う５％加算適用時期の経過措置

高等学校教育職

平成17年度以前の初任給
基準で号給決定された職員

平成18・19年度の初任給基
準で号給決定された職員

現行の初任給基準で号給
決定された職員

20. 4. 1から
20.12.31まで

２級41号給以上
140号給以下
１級49号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級40号給以上
140号給以下
１級48号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級39号給以上
140号給以下
１級47号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

21. 1. 1から
21.12.31まで

２級45号給以上
140号給以下
１級53号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級44号給以上
140号給以下
１級52号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級43号給以上
140号給以下
１級51号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

22. 1. 1から
23.12.31まで

２級49号給以上
140号給以下
１級57号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級48号給以上
140号給以下
１級56号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級47号給以上
140号給以下
１級55号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

24. 1. 1から
25.12.31まで

２級53号給以上
140号給以下
１級61号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級52号給以上
140号給以下
１級60号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級51号給以上
140号給以下
１級59号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

26. 1. 1以降

２級57号給以上
140号給以下
１級65号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

２級56号給以上
140号給以下
１級64号給以上（臨時的任
用職員を除く。）

－

中学校・小学校教育職

平成17年度以前の初任給
基準で号給決定された職員

平成18・19年度の初任給基
準で号給決定された職員

現行の初任給基準で号給
決定された職員

20. 4. 1から
20.12.31まで

２級41号給以上
152号給以下

２級40号給以上
152号給以下

２級39号給以上
152号給以下

21. 1. 1から
21.12.31まで

２級45号給以上
152号給以下

２級44号給以上
152号給以下

２級43号給以上
152号給以下

22. 1. 1から
23.12.31まで

２級49号給以上
152号給以下

２級48号給以上
152号給以下

２級47号給以上
152号給以下

24. 1. 1から
25.12.31まで

２級53号給以上
152号給以下

２級52号給以上
152号給以下

２級51号給以上
152号給以下

26. 1. 1以降
２級57号給以上
152号給以下

２級56号給以上
152号給以下

－

技能労務職

平成17年度以前の初任給
基準で号給決定された職員

平成18・19年度の初任給基
準で号給決定された職員

現行の初任給基準で号給
決定された職員

20. 4. 1から
20.12.31まで

給料表73号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表72号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表71号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

21. 1. 1から
21.12.31まで

給料表77号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表76号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表75号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

22. 1. 1から
23.12.31まで

給料表81号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表80号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表79号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

24. 1. 1から
25.12.31まで

給料表85号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表84号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表83号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

26. 1. 1以降
給料表89号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

給料表88号給以上（臨時的
任用職員を除く。）

－

経過措置期間

職員の区分

職員の区分
経過措置期間

経過措置期間

職員の区分

平成20年度に行政職の昇格基準等を改正したことに伴い、他職種の役職加算５％の適用時期を行政職
に合わせて改正。ただし、平成19年度に５％加算を適用されていた者については、それを保障。


